


 

 

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。
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様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

令和２年度 ３年度 ４年度 （単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 26,213 29,755 29,263 28,947 28,730 28,681 28,444 28,206 27,966 27,730 27,518 27,317

（１） (B) 6,082 5,862 6,273 6,215 6,158 6,101 6,044 5,987 5,930 5,873 5,816 5,759

ア 6,082 5,862 6,273 6,215 6,158 6,101 6,044 5,987 5,930 5,873 5,816 5,759

イ (C)

ウ

（２） 20,131 23,893 22,990 22,732 22,572 22,580 22,400 22,219 22,036 21,857 21,702 21,558

ア 20,131 23,893 22,990 22,732 22,572 22,580 22,400 22,219 22,036 21,857 21,702 21,558

イ

２ (D) 26,194 30,285 29,363 29,047 28,830 28,781 28,544 28,306 28,066 27,830 27,618 27,417

（１） 25,235 28,931 28,477 28,247 28,117 27,986 27,856 27,726 27,596 27,466 27,336 27,205

ア 5,047 5,257 6,836 6,836 6,836 6,836 6,836 6,836 6,836 6,836 6,836 6,836

2,639 2,713 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478

イ 20,188 23,674 21,641 21,411 21,281 21,150 21,020 20,890 20,760 20,630 20,500 20,369

（２） 959 1,354 886 800 713 795 688 580 470 364 282 212

ア 959 1,354 886 800 713 795 688 580 470 364 282 212

イ

３ (E) 19 △ 530 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100

1 (F) 6,769 7,278 6,900 6,986 7,213 7,166 7,272 7,415 7,525 5,761 4,800 4,870

（１）

（２） 6,769 6,848 6,900 6,986 7,213 7,166 7,272 7,415 7,525 5,761 4,800 4,870

（３）

（４）

（５） 331

（６） 99

（７）

２ (G) 6,769 6,848 6,900 6,986 7,213 7,166 7,272 7,415 7,525 5,761 4,800 4,870

（１） 31 35 140 35 35 35

（２） (H) 6,738 6,813 6,900 6,986 7,073 7,166 7,272 7,380 7,490 5,726 4,800 4,870

（３）

（４）

（５）

３ (I) 430

(J) 19 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100 △ 100

(K)

(L) 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(M)

(N) 94

(O)

(P) 94

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 6,082 5,862 6,273 6,215 6,158 6,101 6,044 5,987 5,930 5,873 5,816 5,759

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

20,131 23,893 22,990 22,732 22,572 22,580 22,400 22,219 22,036 21,857 21,702 21,558

959 1,354 886 800 713 795 688 580 470 364 282 212

19,172 22,539 22,104 21,932 21,859 21,785 21,712 21,639 21,566 21,493 21,420 21,346

6,769 6,848 6,900 6,986 7,213 7,166 7,272 7,415 7,525 5,761 4,800 4,870

6,738 6,813 6,900 6,986 7,073 7,166 7,272 7,380 7,490 5,726 4,800 4,870

31 35 140 35 35 35
26,900 30,741 29,890 29,718 29,785 29,746 29,672 29,634 29,561 27,618 26,502 26,428

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

９年度 10年度 11年度 12年度 13年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度
予　算
見　込

５年度 ６年度 ７年度 ８年度

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

85% 85%

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

81% 80% 80% 80% 79% 79%収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 80% 80%

赤 字 比 率 （ ×100 ）

79% 83%

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

13年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度
予　算
見　込

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 基 本 給

そ の 他

10年度 11年度 12年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息


